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平成２９年度 第３回江北町農業委員会総会議事録 

 

１．日  時   平成２９年６月５日（月） ９時００分から１０時３０分 

 

２．場  所   江北町公民館 講座室 

 

３．出席委員   （１３人） 

会  長  藤瀬  宏    会長職務代理者  江頭 利民 

１番委員  武富 政敏       ２番委員  武富 澄男 

３番委員  江頭 幸典       ４番委員  北原 靖章 

５番委員  大串 俊實       ６番委員  関川 況一郎 

７番委員  古賀 健則       ８番委員  百武 昭弘        

９番委員  渕上 正昭      １０番委員  岸川 富差子    

１１番委員  澁谷 洋子 

 

４．議事日程 

第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名 

 

第２ 報告第 1 号  農地法第１８条第６項の規定による届出について （   ８件） 

   議案第 1 号  農地法第３条の規定による許可申請について    （   ４件） 

議案第 2 号  農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積 

計画の決定について              （   ７件） 

    議案第 3号  農業委員会の適正な事務実施に係る「平成２８年度の目標及び 

           その達成に向けた活動の点検・評価（案）」及び「平成２９年度 

           の目標及びその達成に向けた活動の計画（案）」について 

 

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長  納富智浩 

       主事補  諸富真純 
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６．会議の概要 

局長 

 

 

 

会長 

 

局長 

 

 

局長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

只今から平成２９年度第３回総会を開会いたします。 

 

はじめに、藤瀬会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【会長挨拶】 

 

本日の出席委員は１３名中１３名で、農業委員会等に関する法律第２１条第

３項に規定されている過半数の出席により総会は成立しております。 

 

 それでは、江北町農業委員会会議規則により。議長は会長が務めることとな

っておりますので、以降の議事の進行は藤瀬会長にお願いします。 

 

 これより議事に入ります。 

 

 まず、日程第１の議事録署名委員、及び会議書記の指名を行います。 

 

 江北町農業委員会会議規則第１０条第３項に規定する議事録署名委員ですが、

議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、２番武富澄男委員、３番江頭幸典委員にお願いいたします。 

 

なお、本日の会議書記には事務局職員の諸富主事補を指名いたします。 

 

それでは、日程第２、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による届出

について」事務局より説明をお願いします。 

 

それでは報告第１号をご覧ください。 

 

今月の農地法第１８条第６項の規定による届出は、８件です。 

 

【報告第１号、１番から８番朗読、説明】 

  

以上、受付番号１番から８番は、いずれも内容について議案書記載のとおり

でございます。添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により

書類を受理しております。以上で報告並びに説明を終わります。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

6 番委員 

 

 

 

 

3 番委員 

 

 

 

ただいまの事務局の説明について質問等のある方は挙手をお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

それでは、日程第２、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を、議題に供します。 

 

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

今月の農地法第３条の許可申請は、１議案４件でございます。 

 

受付番号１番から３番は賃貸借の新規に関する件、受付番号４番は無償移転

の案件であります。 

 

【議案第１号、１番から４番朗読後、説明】 

 

受付番号１番から４番は、議案書にありますとおり、すべての農地を有効利

用すること、機械・労働力・技術、周辺地域との関係などをみても問題なく、

また農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たす

と考えます。 

 

以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査を結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

それでは、受付番号１番から２番を関川委員に、受付番号３番を江頭幸典委

員に、受付番号４番を百武委員にお願いします。 

 

受付番号１番、２番は賃貸借新規の案件です。協力委員と現地調査を行いま

した。貸付人は高齢の為、離農されるということで地区内の農業者２名へそれ

ぞれ貸付けをするということです。対象農地は管理されており、何ら問題あり

ませんでした。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

受付番号３番は賃貸借新規の案件です。協力委員と現地調査を行いました。

貸付人と借受人は親戚関係ということで、以前から手伝いをされておりました。

現在は麦を耕作されておりまして本日、麦を刈られておりました。管理等され

ておりますので何ら問題ないと思います。 
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8 番委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

受付番号４番は無償移転の案件です。協力委員と現地調査を行いました。対

象農地は縦長く機械では１往復半しか移動できない幅で耕作に不便な面積です。

親戚であり隣接農地の所有者で耕作をされてある譲受人に譲渡するということ

です。昨年から畦畔を取り崩しておられました。管理等されており何ら問題な

いと思います。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。それではこれより質疑に入ります。 

 

ただいまの事務局の説明、及び地区担当委員の説明について、発言のある方

は挙手をお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

議案第１号については、関川委員が借受人となっている事案が含まれており

ますので、農業委員会法第２４条の規定に基づく、議事参与の制限により、当

該事案の審議開始から終了まで退席していただくようお願いします。 

 

関川委員には、関係議案終了後に入室・着席していただきます。 

 

（関川委員 退席） 

 

それでは採決いたします。議案第１号について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手多数） 

 

賛成多数ですので、議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 

 

（関川委員 着席） 

 

次に、日程第２、議案第２号の農業経営基盤強化促進法に基づく「江北町農

用地利用集積計画の決定について」を、議題に供します。 

 

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

それでは、第２号の議案書をご覧ください。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

6 番委員 

 

 

 

 

 

3 番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町長より平成２９年６月５日付で農用地利用集積計画の決定を求められ

ています。 

利用権新規の計画が６件、利用権再設定の案件が１件です。 

面積は利用権新規が３３，１２０平方メートル、利用権再設定が７，４２５

平方メートルです。 

 

【議案書に基づいて、個別の農用地利用集積計画の要請の内容を説明】 

 

以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしております。 

 

以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

それでは、受付番号１番から２番を関川委員に、受付番号３番から４番を江

頭幸典委員に、受付番号５番を北原委員に、受付番号６番から７番を武富澄男

委員に、受付番号７番を大串委員にお願いします。 

 

 

受付番号１番、２番は利用権新規の案件です。協力委員と現地調査を行いま

した。隣接農地を耕作してある方に通年で貸付けを行うようになっております。

現在は麦を耕作されており、何ら問題ないと思います。審議の程よろしくお願

いいたします。 

 

 

受付番号３番は利用権再設定の案件です。協力委員と現地調査を行いました。

現在は小麦を耕作されており昨日、刈られてありました。地区外になりますが、

長年耕作をされており何ら問題ないと思います。 

 

 

受付番号４番は利用権新規の案件です。協力委員と現地調査を行いました。

親戚関係のある借受人が以前から手伝いをされており、貸付人が体調を崩され

労力不足なため、通年で貸付けを行うようになりました。何ら問題ないと思い

ます。 
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4 番委員 

 

 

 

 

 

2 番委員 

 

 

 

5 番委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

受付番号５番は利用権新規の案件です。協力委員と現地調査を行いました。

現在は玉ねぎの収穫中であります。前借受人が労力不足で耕作が出来ないとい

うことですので、前借受人の親戚関係の方が耕作をされるようになりました。

管理等されておりましたので、何ら問題ないと思います。審議の程よろしくお

願いいたします。 

 

受付番号６番、７番は利用権新規の案件です。協力委員と現地調査を行いま

した。中間管理機構に貸付けて法人へ転貸するもので、現在は麦を耕作されて

おり、何ら問題ないと思います。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

受付番号７番は利用権新規の案件です、協力委員と現地調査を行いました。

現在麦を耕作されており、何ら問題ないと思います審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

ありがとうございました。それでは、これより審議に入ります。 

 

ただいまの事務局の説明、及び地区担当委員の説明について、発言のある方

は挙手をお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

それでは採決いたします。議案第２号について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（挙手多数） 

 

賛成多数ですので、議案第２号は原案のとおり決定することとし、江北町長

に意見書を送付いたします。 

 

次に、日程第２、議案第３号の農業委員会の適正な事務実施に係る「平成２

８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」及び「平成２９年

度の目標及びその達成に向けた活動の計画（案）」を、議題に供します。 

 

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

それでは、第３号議案をご覧ください。 

 

これは、農業委員会の適正な事務実施ということで義務付けられております、 
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事務局 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

7 番委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

9 番委員 

 

 

事務局 

 

副会長 

 

事務局 

 

 

9 番委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

農業委員会の活動についての活動計画及び点検・評価を行うものです。 

 

【議案書に基づいて、農業委員会の適正な事務実施について説明】 

 

以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

 

それでは、これより質疑に入ります。 

 

ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

違反転用の件は長年、そのようになっておりましたが今まで何もしていなか

ったのですか。 

 

この農地は農業振興地域外であり、本人は地目が畑と知らなかったようです。

パイプラインが通っておらず、土地改良をした際、畑で農地復旧されておりま

す。今後、事務局、地区担当委員から指導を行い、相続手続きが終了後、地目

変更等の手続きを行う予定です。 

 

花祭のＪＲ参入の件で、産業課から今後は参入しないということで話が進ん

でいると聞いたのですがそれはどこが言われたのですか。 

 

ＪＲと県から言われております。 

 

それはどうしてでしょうか。 

 

ＪＲが上場した際、鉄道、農業等連結している為、赤字経営となるとできな

いということです。 

 

中山間地域は耕作者の高齢化、後継者不足が進んでいる為、今後の課題とし

てあげなければいけないところを平成２９年度の計画に新規参入を望んでいな

いとすると、中山間以外のところは良いが中山間はさらに耕作者不足になって

いくと思います。 

 

現在の集積農地の水田は法人化等で担い手がおりますのでいいのですが、中

山間地の果樹園、畑をされてある担い手の方の集落営農ではなく法人化してい

くことが求められております。 
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9 番委員 

 

 

 

 

事務局 

 

9 番委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、中山間地区の集落営農自体が成り立たなくなりつつあるので、今回の

新規参入はできないということなので、今後は他のことを考えなくてはいけな

いのであれば、新規参入を望んでいないというのは中山間地区からするとどう

かと思います。 

 

それでは課題のところの補正をいたします。 

 

ホームページでの公表についてですが、現在の農業従事者は高齢の方が耕作

をしているところが多く、パソコンを持っていない方もおられるので紙ベース

での公表をしてもらえるようにしていたたくと、多くの方に見てもらえると思

います。 

 

年２回、農業委員会だよりを発行していきますのでその際、記事に掲載をし

ていきたいと思います。 

 

農家の方だけでなく多くの方に購読をしてもらいたいです。 

 

広報で合わせて出すか農業委員会だよりで個別に出すか検討をしていきたい

と思います。 

 

他にございませんか。 

よろしいですか。それでは採決いたします。議案第３号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成多数） 

 

賛成多数ですので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

以上で本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしました。 

 

 

この際、その他の件について、委員から発言があれば挙手をお願いいたしま

す。 

 

（発言なし） 
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議長 

 

 

 

よろしいですか。それでは以上をもちまして、江北町農業委員会第３回総会

を閉会いたします。 

１１：００ 閉会 

 

 

 

 

以上のとおり、農業委員会等に関する法律第 27 条の規定に基づく議事の顛末を記録し、記載

のとおりであることを認め、ここに署名する。 

 

  江北町農業委員会   会  長                    

 

（議事録署名委員）    ２番委員                    

 

           ３番委員                    

 

     （会議書記）   事務局職員              
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